
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地下構築物を上層から下層に構築する逆打工法において、 上階１層階に相当する地盤
を掘削して型枠支持床を設け、同 支持床に

懸吊式型枠ユニットを設置することを特徴とする逆打工法における型枠支
保工の設置方法。
【請求項２】
　前記懸吊式型枠ユニットは前記 支持床に立設 支保工の 中
間に支保工懸吊用横架材を架設し、同支保工 頂部に大引材を架設し、 根
太を配設した型枠より構成されている 逆打工法における型枠支保工の設置
方法。
【請求項３】
　前記懸吊式型枠ユニットは、適宜間隔に配置された 電動チエーンブロックによっ
て 支保工懸吊用横架材が懸吊され 請求 記載の逆打工法におけ
る型枠支保工の設置方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
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本発明は逆打工法による地下構築物の構築における型枠支保工の設置方法に係るものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】
地下構造物、特に路面下に構築される地下駐車場や地下鉄の駅舎における地下工事の施工
に際しては、先ず周辺の地盤の崩壊を防止する山留めを行ない、切梁、腹起し等よりなる
山留支保工を水平に架設しながら所定の深さまで順次掘削し、地業後、基礎工事から順次
下層階より上層階へと構築する所謂順打工法が一般的に行なわれている。
【０００３】
また上層階より下層階へと構築していく逆打工法が採用される場合もある。
この逆打工法においては、山留め後、１次掘削して捨てコンクリートを打設し、上階のト
ップスラブの型枠を組み立て、更に鉄筋を組立ててコンクリートを打設し、同打設コンク
リートが硬化して所要の強度を発現すると型枠を解体、撤去し、更に２次掘削して前記の
工程を反覆して下層階を構築し、最後に基礎を構築する。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
地下構築物を構築する際、前記順打ち工法、逆打ち工法のどちらを採用して行うかは、工
事現場の周囲の環境や、工期期間の要因によっていづれかを選択する。
しかしながら、順打工法においては、支保工を組み立てて型枠を組み立て、鉄筋を配筋し
てコンクリートを打設し、同打設コンクリートが硬化したのち型枠を解体して次の上階に
搬送する。
【０００５】
また逆打工法においては、コンクリート打設後下階を更に掘削していくため、型枠資材は
各階毎に場外に搬出しなければならない。
このような状況の下においては、市街地、特に商店街の多い路面下に地下構築物を構築す
る場合、建設資材の出し入れ、作業騒音が多く、これらの所謂建設公害に対する防止対策
に多大の費用を要するのみならず、多くの作業員を必要とし、工事の遅延する要因となり
、また資材の回収場所に苦慮するという問題があった。
【０００６】
本発明は前記従来技術の有する問題点に鑑みて提案されたもので、その目的とするところ
は、逆打工法による地下構築物の施工に当り、型枠工法の合理化を図り資材の計画的な運
用と省力化により、工期の短縮と近隣に対する建設公害を軽減する逆打工法における型枠
支保工の設置方法を提供する点にある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　前記の目的を達成するため、本発明に係る逆打工法における型枠支保工の設置方法によ
れば、地下構築物を上層から下層に構築する逆打工法において、 上階１層階に相当する
地盤を掘削して型枠支持床を設け、同 支持床に

懸吊式型枠ユニットを設置するものである。
【０００８】
　請求項２の発明によれば、前記懸吊式型枠ユニットは前記 支持床に立設

支保工の 中間に支保工懸吊用横架材を架設し、同支保工 頂部に大引材を
架設し、 根太を配設した型枠より構成するものである。
　請求項３の発明によれは、前記懸吊式型枠ユニットは、適宜間隔に配置された 電
動チエーンブロックによって 支保工懸吊用横架材が懸吊され もの
である。
【０００９】
【作用】
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　本発明によれば地下構築物を上層から下層に構築する逆打工法において、 上階１層階
に相当する地盤を掘削して型枠支持床を地下部に設け、同 支持床に

コンクリートを打設することによって、１層階が構築されるものであ
る。

【００１０】
　請求項２の発明によれば、前記 支持床に 支保工を立設し 、同支保工の

中間に 支保工を懸吊する横架材を配設し、 支保工 頂部に大引材を架設し
型枠の根太を配設したことによって、 支保工と型枠とが一体となり、広

範囲な型枠ユニットが形成される。
　請求項３の発明によれば、 懸吊式型枠ユニット 、適宜間隔に配置された複数の電
動チエーンブロックによって、 支保工を懸吊する 横架材 懸吊され

　 階層を構築した後は 下層階に吊下げ
て 型枠支持床 設置することによって、型枠の組立、解体
作業が不要となり、型枠工の手間が大幅に減少し、資材の搬送が合理化され、省力化が図
られる。
【００１１】
【実施例】
　以下、本発明を図示の実施例について説明する。
　図１は本発明の逆打工法によって構築される地下構築物Ａの縦断面図を示し、同地下構
築物Ａは 層階よりなり、基礎Ｋと外壁Ｗ、鋼管柱Ｃ及び各階床のスラブ梁Ｓ 1  ，Ｓ 2  ，
Ｓ 3  とから構成されている。
【００１２】
　前記地下構築物Ａの施工に際しては周囲地盤に山留め壁１を築造し、更に路盤と地下構
築物Ａを支持する中間杭２を打設し、１次掘削ａ後、路盤Ｒを覆工する。２次掘削ｂ後、

上層１層階に相当する地面に型枠支持床３を設ける。（図２参照）図中Ｐは掘削機であ
る。
　次いで前記型枠支持床３に 上階１層階の型枠を支持する 支保工４を設置し、同
支保工４の 中間に支保工を懸吊する横架材５を架設し、 補
助支保工４ａの頂部に大引材６を架設し、 根太７を配設したスラブ型枠
８から構成された懸吊式型枠ユニットＨを組み立てる。
【００１３】
なお図示の実施例では枠組足場と補助支保工４ａを使用しているが、例えば単管パイプに
よる支保工ステージや、仮設梁を使用した支保工ステージにしてもよく、要は支保工（ス
テージ）を横架材で懸吊できるようにするものである。
前記懸吊式型枠ユニットＨを組み立て、スラブ型枠８に鉄筋を配筋し、床コンクリートＮ
を打設したのち前記ユニットの懸吊の準備をする。
【００１４】
　即ち床コンクリートＮに貫通孔９を設け、同孔９を縦貫するテンションバー１０によっ
て前記横架材５より吊持して、貫通孔９を貫通し、２分割された止板１１で挟着し、ナッ
ト１２で仮止めする。テンションバー１０の上部には電動チエーンブロック１３のフック
１４と係合する係止環１５が装架されている。電動チエーンブロック１３は覆工桁１６間
を連結する繋ぎ材１７に設けた繋止環１８を介して懸架されてい 図３ 参照）
　次いで図５に示す如く前記懸吊式型枠ユニットＨを懸吊したまま３次掘削ｃを行ったの
ち、下階１層階に相当する地面に型枠支持床３’を設ける。
【００１５】
　次いで前記懸吊式型枠ユニットＨを電動チエーンブロック１３によりスライドダウンし
て型枠支持床３’に設置し、前記型枠ユニットＨに配筋し、中空の鋼管柱Ｃを上部梁下に
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懸吊し、スラブＳ 2  のコンクリートを打設す 図６参照）
　かくして前記１層階分を前記した工程を反覆して上階から下階へと順次構築 図７参
照） 最後に基礎を構築して、中間杭２ を撤去する。
【００１６】
【発明の効果】
　本発明によれば前記したように逆打工法によって地下構築物を施工する際、 上層１層
階に相当する地盤を掘削して型枠支持床を設け、同 床に

懸吊式型枠ユニッ
トを することによって同型枠ユニットが 上階の型枠となり コンクリートが打設さ
れることによって一層階が構築され、 下層階に転用さ
れるので、型枠の組立、解体作業が省略され、建設資材の運搬作業が大幅に軽減され省力
化と工期の短縮が図られるとともに、作業に伴う騒音や塵埃の飛散が減少し、作業環境が
改善される。
【００１７】
　請求項２の発明によれば、前記懸吊式型枠ユニット 前記型枠支持床に立設

た支保工の 中間に支保工懸吊用横架材を架設し、同支保工 頂部に大引材を架
設し、 根太を配設した型枠より構成 ことによって、支保工と型枠とが
一体化して広範囲な型枠ユニットが構成される。
　請求項３の発明によれば、前記懸吊式型枠ユニットは 適宜間隔に配置された 電
動チエーンブロックによって 支保工懸吊用横架材が懸吊され
所要階層の構築後 下層階に懸吊して 型枠支持床
上に設置する
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の方法によって構築される地下構築物の縦断面図である。
【図２】地下を構築物を構築する地盤の山留めと中間杭の打設並びに掘削工程を示す縦断
面図である。
【図３】懸吊式型枠ユニットの要部を示す縦断面図である。
【図４】懸吊式型枠ユニットにより上層階から構築する実施例を示す縦断面図である。
【図５】第３次掘削をして前記懸吊式型枠ユニットが懸吊されている状態を示す縦断面図
である。
【図６】第３次掘削後、懸吊式型枠ユニットを吊下して設置した状態を示す縦断面図であ
る。
【図７】前記工程を反覆して、前記型枠ユニットを下階に吊下ろして設置した状態を示す
縦断面図である。
【符号の説明】
Ａ　　　　　　　　地下構築物
Ｃ　　　　　　　　鋼管柱
Ｈ　　　　　　　　懸吊式型枠ユニット
Ｎ　　　　　　　　床コンクリート
Ｐ　　　　　　　　掘削機
Ｒ　　　　　　　　路盤
Ｓ 1  ，Ｓ 2  ，Ｓ 3  　スラブ
Ｗ　　　　　　　　外壁
１　　　　　　　　山留め壁
２　　　　　　　　中間杭
３，３′　　　　　型枠支持床
４　　　　　　　　支保工
４ａ　　　　　　　補助支保工
５　　　　　　　　横架材
６　　　　　　　　大引材
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７　　　　　　　　根太
８　　　　　　　　スラブ型枠
９　　　　　　　　貫通孔
１０　　　　　　　テンションバー
１１　　　　　　　止板
１２　　　　　　　ナット
１３　　　　　　　電動チエーンブロック
１４　　　　　　　フック
１５　　　　　　　係止環
１６　　　　　　　覆工桁
１７　　　　　　　繋ぎ材
１８　　　　　　　繋止環
ａ　　　　　　　　１次掘削
ｂ　　　　　　　　２次掘削
ｃ　　　　　　　　３次掘削
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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